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歯
周
疾
患
と
は
歯
垢
（
バ
イ
キ
ン

の
か
た
ま
り
）
が
歯
と
歯
ぐ
き
の
す

き
間
に
入
り
込
み
、
歯
を
支
え
て
い

る
骨
を
溶
か
し
、
大
切
な
歯
を
失
う

病
気
で
す
。

　

ま
た
、
痛
み
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、

５
年
・
10
年
か
け
て
ジ
ワ
ジ
ワ
と
進

む
生
活
習
慣
病
で
す
。

　

昨
年
、
菊
池
市
の
歯
周
疾
患
検
診

を
受
け
た
１
６
１
人
中
、
86
％
の
人

が
「
要
治
療
」
と
診
断
さ
れ
、「
異

常
な
し
」
の
人
は
、
わ
ず
か
５
％
と

い
う
結
果
で
し
た
。

　

ま
た
、
全
く
自
覚
症
状
が
な
い
人

の
う
ち
、
68
％
の
人
に
「
治
療
が
必

要
な
歯
周
疾
患
」
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
ま
さ
し
く
、
自
覚
症
状
が
な

く
進
行
す
る
病
気
と
い
え
ま
す
。

　

早
め
に
歯
科
医
院
で
の
指
導
や
治

療
を
受
け
る
と
、
歯
周
疾
患
で
歯
を

失
う
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
い

つ
ま
で
も
自
分
の
歯
で
お
い
し
く
食

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
検
診
を
受
け
、
自
分
の
口

の
状
態
を
知
る
こ
と
が
歯
周
疾
患
予

防
の
第
一
歩
で
す
。

　

菊
池
市
で
は
、
平
成
18
年
度
歯
周

疾
患
検
診
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。

対　

象

　

平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
で
、

40
・
50
・
60
・
70
歳
の
人

※
対
象
者
に
は
通
知
を
し
ま
す
。

と　

き

　

10
月
２
日
（
月
）

　
　
　
　

〜
11
月
30
日
（
木
）

と
こ
ろ

　

菊
池
市
内
指
定
の
歯
科
医
院

料　

金　

無
料

● 

検
診
で
は
、
次
の
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

•
歯
と
歯
ぐ
き
の
す
き
間
の
深
さ

•
歯
ぐ
き
の
腫
れ
や
出
血
の
有
無

•
歯
石
が
つ
い
て
い
る
か

•
歯
を
支
え
て
い
る
骨
の
状
況

•
む
し
歯
の
有
無　
　

な
ど

　

検
診
は
数
分
で
終
わ
り
、
痛
み
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
口
の
状
態

に
あ
っ
た
歯
み
が
き
指
導
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　

歯
周
疾
患
予
防
の
た
め
に
も
、
ぜ

ひ
こ
の
機
会
に
検
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課
健
康
推
進
係

　
（
財
）
日
本
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー

で
は
、
科
学
物
質
（
家
庭
用
品
、
医

薬
品
、
農
薬
な
ど
を
含
む
）
お
よ
び

動
植
物
の
毒
に
よ
っ
て
起
こ
る
急
性

の
中
毒
に
つ
い
て
、
応
急
処
置
な
ど

の
緊
急
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
情
報
提
供
は
現
在
ダ
イ

ヤ
ル
Ｑ
２
に
て
通
話
料
と
は
別
に
有

料
（
税
込
３
１
５
円
）
で
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
９
月
９
日
（
土
）
か

ら
、
無
料
に
な
り
ま
し
た
。

　

問
い
合
わ
せ
の
電
話
番
号
が
変
更

に
な
り
ま
す
の
で
、
母
子
健
康
手
帳

を
お
持
ち
の
人
な
ど
は
訂
正
を
お
願

い
し
ま
す
。

大
阪
中
毒
１
１
０
番

　

☎
０
７
２
（
７
２
７
）
２
４
９
９

つ
く
ば
中
毒
１
１
０
番

　

☎
０
２
９
（
８
５
２
）
９
９
９
９

※
通
話
料
は
相
談
者
負
担
で
す
。

※ 

食
中
毒
（
細
菌
性
）、慢
性
の
中
毒
、

小
石
、
ビ
ー
玉
な
ど
の
異
物
誤
飲

に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
医
療
機

関
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課
健
康
推
進
係

●ＢＣＧ
と　き　９月 28日（木）
　　　　午後１時 30分～午後２時
ところ　菊池市文化会館
対象者　生後３カ月以上６カ月未満の乳児

９月の予防接種
問い合わせ先　健康推進課健康推進係

支
給
対
象
者

　

10
月
１
日
現
在
で
、
次
の
①
〜
③

の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
。

① 

障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
② 

１
年
以
上
菊
池
市
の
住
民
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
人

③ 

障
害
（
基
礎
・
共
済
・
厚
生
）
年

金
を
受
給
し
て
い
な
い
人

支
給
額　

５
、０
０
０
円
（
年
額
）

支
給
日

　

12
月
19
日
（
火
）・
12
月
20
日
（
水
）

申
請
時
に
持
っ
て
く
る
も
の

　

印
鑑
、
障
害
者
手
帳
、
通
帳

申
請
受
付
期
間

　

10
月
２
日（
月
）〜
10
月
31
日（
火
）

※
た
だ
し
、
土
日
・
祝
日
は
除
く
。

申
請
受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　

福
祉
課
障
害
福
祉
係
、
各
総
合
支

所
民
生
課

　

菊
池
市
身
体
障
害
者
福
祉
協
議
会

で
は
、
身
体
障
害
者
の
方
を
対
象
に

手
帳
申
請
や
就
労
等
に
つ
い
て
の
各

種
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
気
軽
に

相
談
く
だ
さ
い
。

と　

き

　

９
月
22
日
（
金
）
午
後
１
時
30
分

〜
午
後
４
時
30
分

と
こ
ろ　

菊
池
市
福
祉
会
館
２
Ｆ

対　

応　

身
体
障
害
者
相
談
員

※ 

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
市
身
体
障
害

者
福
祉
協
議
会
事
務
局

☎
（
24
）
５
７
３
２

　

菊
池
地
域
精
神
保
健
希
望
の
会

（
家
族
会
）
で
は
、「
住
み
慣
れ
た

場
所
で
暮
ら
し
続
け
た
い
」
と
願
う

人
々
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域

づ
く
り
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
ま

す
。

　

今
回
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
心
が
触

れ
合
う
温
か
い
イ
ベ
ン
ト
を
次
の

と
お
り
計
画
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と　

き　

10
月
５
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
１
時

と
こ
ろ　

共
同
作
業
所
「
菊
池
き
ぼ

う
の
家
」（
菊
池
市
隈
府
２
３
４
・

☎
（
25
）
５
２
７
３
）

内　

容　

▼
交
流
会
（
コ
ー
ラ
ス
、

手
品
、
歌
な
ど
）
▼
バ
ザ
ー

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
地
域
精
神
保

健
希
望
の
会
々
長　

山
口
啓
子

　

☎
（
25
）
１
５
１
０

　介護報酬改定により、今年の４月から福祉用具貸
与サービスの制度が大きく変更されました。
■どのような趣旨から制度が変更されたのか
　介護保険制度は、保険料や税金によりみんなで支
えられている制度です。したがって、将来にわたり
制度の持続可能性を高めるためには、よりサービス
の必要性の高い中重度者に対する支援を強化・重点
化することが必要となっています。
　また、福祉用具貸与サービスは、もともと、「便
利だから」利用するというものではなく、身体の状
態に応じて必要と判断された人が利用できるサービ
スです。
　今回の制度変更は、こうした趣旨を徹底するため
のものです。
■変更の内容
　制度変更の対象となるのは、福祉用具のうち、車
いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認
知症老人徘徊感知機器、移動用リフト（つり具の部
分を除く）です。
　これらの福祉用具について、軽度者（要支援者・
要介護１）は、身体の状況に照らして一定の条件に
当てはまる場合を除き、介護保険での保険給付が行
われません。

■一定の条件とは
　引き続き、保険給付の対象となるための条件は、
各種目ごとに客観的に定められています。
　原則として、要介護認定データを利用して身体の
状況などを客観的に判断した結果、一定の条件に当
てはまる人は、引き続き介護保険での保険給付を受
けることが可能です。
　その他、在宅生活を送る上で、主治医の意見やい
ろんな評価を得て日常生活に支障があり、特に必要
と認められることが必要です。
　すでにサービスを利用している人への経過措置期
間も、９月末に終了しますので、ご注意ください。
※平成 18 年４月以前から、すでに福祉用具貸与
サービスを利用していた軽度者も、一定の条件に当
てはまらなければ、今年９月末をもって、介護保険
での保険給付が行われなくなります（経過措置期間
の終了）。
　その場合、利用者の選択により、10 月以降は、
自費で費用を支払うことなどにより、サービス利用
を継続することも可能です。
　詳しくは、ケアマネジメント担当者などにご相談
ください。

　現在、400ml 献血の需要が大変大きくなっ
ており、基準を満たしている人には、400ml
の献血をお願いしています。また、服薬につい
ても基準が若干変更になっており、薬を飲んで
いる人でも、献血をお願いできる場合がありま
す。皆さんのあたたかいご協力をお願いします。
　平成 16年 10 月から献血の安全性向上のた
め、運転免許証やパスポートなどの身分証明証
による本人確認をお願いしています。趣旨をご
理解の上、ご協力をお願いします。
　また、献血カードを持っている場合は、一緒
に持参してください。
問い合わせ先　健康推進課健康推進係

と　き　10月10日（火）午前９時30分～
　午前11時30分／午後０時30分～午後４時
ところ　泗水総合支所正面玄関
内　容　200ml・400ml献血

と　き　９月20日（水）午前９時30分～
　午前11時／正午～午後４時
ところ　菊池市役所本庁舎正面玄関
内　容　200ml・400ml献血

菊
池
市
身
体
障
害
者
等

福
祉
年
金
支
給
制
度

身
体
障
害
者
の
た
め
の

相
談

菊
池
地
域

精
神
保
健
福
祉
交
流
会

献血のご協力をお願いします

歯
が
抜
け
落
ち
る
歯
周
疾
患

歯
周
疾
患
検
診（
歯
と
歯
ぐ
き
の
検
診
）を
受
け
ま
し
ょ
う

介護保険福祉用具貸与サービスが
変わりました 問い合わせ先　生きがい推進課介護保険係
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